
「敵基地攻撃能力の保有」の検討を行わないことを求める意見書 

 

 岸田文雄首相は１２月６日におこなわれた国会での所信表明演説のなかで、

「敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討し、防衛力を

抜本的に強化してく」と述べて、歴代首相の所信表明のなかで初めて「敵基地攻

撃能力の保有」の検討を明言した。 

 「敵基地攻撃能力の保有」は、他国のミサイル発射拠点などを直接先制攻撃す

ることを可能にするため、憲法解釈を変更するとともに、ステルス戦闘機や巡航

ミサイルの導入などの大軍拡が必要になる。 

 歴代政権は平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵

器を保有することを憲法違反としてきた。「敵基地攻撃能力の保有」に踏み込む

ことは、歴代政権の憲法解釈を１８０度変更するものである。 

 「敵基地攻撃能力の保有」は大軍拡につながり、際限のない軍拡は北東アジア

の軍事的緊張をかつてなく高めることになる。 

そもそも「敵基地攻撃能力の保有」は「日本国民は、正義と秩序を基調とする

国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行

使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めた日本

国憲法第９条に反するものである。 

 よって、政府におかれては「敵基地攻撃の保有」の検討を行わないことを求め

るものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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